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児童手当は２０２４年１０月からどう変わる？？ 

少子化に歯止めをかけるために児童手当の拡充が予定されています。 

現在、見直されている内容は下記の３つです。 

                 ＊支給期間が高校生まで延長 

                 ＊第 3 子以降の給付額が増額（3 万円） 

                 ＊所得制限の撤廃 
 

現状(月額) 変更点（月額） 

0〜２歳   1 万 5000 円 1 万 5000 円 

第 3 子以降 

3 万円 

３歳〜小学生   1 万円 

（第 3 子以降は 1万 5000 円） 

1 万円 

中学生 1 万 1 万円 

高校生 なし 1 万円 

 
所得制限あり 所得制限なし 

「第１子」「第２子」ともに現状よりもプラス 36 万円（1 万×１２ヶ月×３年間）になります。 

そして第 3子は０歳より 3 万円になるので、大幅に支給額が増加します。 

《現在見直し中のこと》 

① 第 3 子の加算期間の延長検討 

最年長の「第１子」が高校を卒業すると、 

「第２子」が「第１子」、「第 3 子」が「第２子」に繰り上がるため、 

第 3 子が受けられる加算が受けられなくなるので、 

子どもとして数える期間を「大学生」までに延長を検討されています。 

 

② 児童手当の拡充に伴う扶養控除の縮小を検討 

現在、高校生（１６歳〜１８歳）の子どもがいる子育て世帯の扶養控除について 

所得税の控除額を１人あたり年間 38万円、住民税は年間 33万円の控除額があります。 

その扶養控除が所得税 38 万円→25 万円、住民税 33 万円→１２万円にそれぞれ縮小することが 

検討されています。                                  ※２０２４/2/15 現在の内容です。 

 

 

 

【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部内 ＬＰＡ活動事務局 

ＴＥＬ：０９２－９４７―９００３ ＦＡＸ：０９２－９４７―９１９２ 

 

 

2 次元コードより 
バックナンバーが 

ご覧いただけます。 

LPA は組合員の「くらしの安心・安全」を守るお手伝いをしています 

http://www.fcoop.or.jp/index.html

